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はじめに 
 
鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録をめざす取組は、平成 10 年に鳴門市の民間事業者からその声が上がり、

淡路側の事業者も参加し、鳴門海峡を挟む地域主導でスタートしました。以降、南あわじ市、鳴門市をはじめ
兵庫、徳島両県や洲本市、淡路市もこの取組に参画してきました。 

平成 26 年に行政及び民間団体で構成する『兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会』を設
立し、世界遺産登録に向けて、官民協働で鳴門海峡の渦潮の顕著で普遍的な価値の証明のための学術調
査研究や普及啓発、情報発信を実施してきました。 

これまで自然分野及び文化分野両面から調査研究を実施してきましたが、今回、学術委員等の有識者と
行政関係者による兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録検討会議を設置し、今後めざすべき世界遺産登
録の方向性を検討してきました。 

令和６年１月から４回の会合での議論の結果、鳴門海峡の渦潮の資産価値としては世界自然遺産がふ
さわしいとの結論に達し、今後めざす方向性として、評価基準ⅶ（最上級の自然現象、類まれな自然美）及
び評価基準ⅷ（特徴的な地形地質）に重点化した調査を継続し、世界遺産登録をめざすとともに、価値評
価にあたっては、人の暮らしと生業との関わりや自然美を歴史的・文化的な景観として捉えてきたプロセスなど、
文化的要素も十分に盛り込んだものにすることとなりました。 

併せて、これまでの研究成果から鳴門海峡の渦潮の自然遺産としての顕著で普遍的な価値及び鳴門海峡
と人々との関わりなど密接に関連する要素並びに今後の課題を本書に取りまとめるとともに、引き続き、地域の
宝である鳴門海峡の渦潮をシンボルとして地域の人々が自分たちの地域に誇りや愛着を持ち、豊かな海を守り
育てるきっかけとなるよう普及啓発にも取り組んでいきます。 

 
令和 7 年 3 月 

兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会 
 
兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録検討会議開催概要 
令和６年 １月 23 日 これまでの調査研究結果の確認と世界遺産をめざすストーリーの検討 
令和６年 ７月 ５日 ストーリー骨格案の審議 
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Ⅰ 現状分析 

１ 鳴門海峡の位置 
淡路島（兵庫県南あわじ市）と四国の大毛島・島田島（徳島県鳴門市）の間に位

置する播磨灘と紀伊水道を結ぶ海峡 

  

太平洋 
（紀伊水道） 

徳島県 
鳴門市 

兵庫県 
南あわじ市 

瀬戸内海 
（播磨灘） 

図１ 鳴門海峡の位置とプレート、中央構造線の位置（左上） 
（国土地理院ＭＡＰを改変） 

太平洋 
プレート 

北米 
プレート 

鳴門海峡 
(N34°24’,E134°66’) 

中央構造線
（赤線） 

フィリピン海 
プレート 

 

ユーラシア 
プレート 
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２ 普遍的価値 

2.1 概要 
鳴門海峡の渦潮は、潮の満ち引きによって生じる世界でも有数な速い潮流と、鳴

門海峡が持つ特殊な地形が組み合わさることで発生する類まれな自然現象である。 

鳴門海峡の渦潮の発生に大きな役割を果たすのは、月と太陽の引力によって引き

起こされる潮汐の働きであり、渦潮を生み出すとても速い潮流は、潮汐の波がいったん

鳴門海峡で堰き止められた後、淡路島を周回し、海峡の裏側に伝達するのにちょうど潮

汐半周期を要することにより、海峡を挟んで干満の逆位相が生じることで発生する。 

もう一つの発生要因は、鳴門海峡およびその付近の特殊な海底地形であり、海峡

の極めて狭い断面は、世界で最も活動的な活断層の一つである中央構造線の横ずれ

運動の影響を受け湾曲し、海流の方向に対して垂直に走行する地層群の浸食耐性の

違いにより形成された。この狭小な海峡において、潮流の流れは勢いを増し、直径約

30m に達する巨大な渦潮群を発生させる。 

つまり、活断層の活動や地層の浸食といった数百万年単位の地球史的な条件と、

太陽、地球、月の関係が存在して以来繰り返されてきた潮汐の一日および一年とい

うサイクルが奇跡的に折り重なった際、姿を現す最上級の自然現象といえる。 

また、鳴門海峡は、古来、航海上の難所で海運上の要所でもあった。海峡を往来す

る人々は、航路としての危険性を認識しつつも、古事記や中世の文学に見られるように、

その神秘的な自然現象は多くの人々に語り伝えられ、「鳴門の渦潮」を一目見ようと多く

の人々が訪れるようになり、広くその名を轟かせるようになった。江戸時代から明治時代

にかけて日本を訪れた外国人らも、鳴門海峡の渦潮について見聞きし、驚きをもってこの

自然現象とその自然現象を含む景色を自然美としてそれぞれの国に伝えており、昭和初

期には鳴門周辺が国名勝に指定され、現在では鳴門海峡にかかる大鳴門橋橋桁の遊

歩道から渦潮を見下ろすことができるようになるなど多くの人々を魅了する自然現象・自

然美であることが分かる。 

特に、鳴門海峡の渦潮は、その神秘的な自然現象で見聞きする人々の感性と想像

力を刺激し、魅了してきた。それは国生み神話の元となるなど創造的なイメージでとらえ

られるとともに、古来和歌に歌われてきたほか、葛飾北斎、歌川広重を含む芸術家の作

品や井原西鶴などの文学作品などにも描かれるなど、芸術・文学を育んだ自然美である。 

以上のように、鳴門海峡周辺に暮らす人々、そこを訪れる人々は、鳴門海峡が生み

出す特徴的な現象である「渦潮」を様々な工夫を凝らすことで、畏怖すべき自然現象

としての対象から芸術の対象として、自然と人間との独特の関係を築き上げてきた。 

また、国内外にあるとされる他の渦潮についても調査し、鳴門海峡の渦潮と比較を行

った結果、10ｍを超えるような大規模な渦潮は、地球上のごく限られた場所でのみ確認

される稀少な自然現象であることが明らかとなった。その中でも、鳴門海峡の渦潮は、そ

の規模、多様性、美しさなどにおいて、他海域の類似資産を卓越しており、渦潮の代



 

3 

 

表例として、地域の宝を超えた普遍的な価値を有している。 

 

2.2 資産の範囲 

2.2.1 考え方 
○ 資産として提案する区域は、顕著な普遍的価値を有する範囲として、①渦潮の

観測海域、②渦潮の発生要因となる浅瀬およびその支持岩盤、③渦潮の発生に

影響を与えうる地形（海釜
か い ふ

 、小鳴門
こ な る と

 ）、④渦潮と一体的な鳴門海峡の近景を含

むように設定。 

○ 資産の周辺は、資産を保護するための緩衝地帯として、鳴門海峡の景観に影響

を与える可能性がある範囲とし、具体的には、主要な視点場からみた眺望の背景を

構成する稜線までの陸域および海域を含むように境界線を設定。 

○ 鳴門海峡の渦潮の保全管理については、緩衝地帯内での開発の規制や景観保

全が求められる。 

 
 

 

  

渦潮の 
観測海

域 

渦潮の発生要因となる浅瀬およびその支持岩盤

渦潮の発生に影響を与えうる地形（海釜、小鳴門） 

渦潮と一体的な鳴門海峡の近景 
※鳴門海峡の海岸線

鳴門海峡の景観に影響を与える稜線および海域 
※主要な視点場からみた眺望の背景

広域：淡路島とその周辺海域および瀬戸内海全域 

緩衝地帯 

資産範囲 

資産範囲の考え方 

図２ 資産範囲の考え方  
（「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年 3 月 

兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会 
（以下「協議会」とする。）) 
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2.2.2 資産範囲、緩衝地帯の候補 

 
 

資産範囲候補（渦潮の観測海域、浅瀬・支持岩盤、海釜
か い ふ

・小鳴門
こ な る と

、渦潮と一体的な鳴
門海峡の近景） 

緩衝地帯候補（鳴門海峡の景観に影響を与える稜線及び海域） 

参考:国立公園 

 

 

 

資産範囲面積:１１０k ㎡  緩衝地帯面積:３９０k ㎡ 

図 3 資産範囲、緩衝地帯の候補（「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年 3 月 協議会） 

第１種特別地域 
第 2 種特別地域 
第３種特別地域 
普通地域（海域含む） 
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2.3 世界遺産としての価値と該当する評価基準  
鳴門海峡の渦潮の世界遺産に値する顕著な普遍的価値を検討した結果、世界遺産登

録資産に求められる評価基準のうち、（ⅶ）と（ⅷ）の基準に該当すると判断した。 

評価基準ごとの資産の顕著な普遍的価値は下記のとおりである。 

 
○ 評価基準（ⅶ）最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地

域を包含する。 

「渦潮」は、地球上の多くの生命にとって不可欠な「潮汐」という海洋の働きが可視化さ

れた極めて貴重な自然現象であり、潮汐による潮流と地形との条件がそろった地球上のご

く限られた場所でのみ観察される「最上級の自然現象」である。 

世界的にみても、鳴門海峡の渦潮と比較対象となる大規模な渦潮は稀少な自然現象で

あり、わずかにノルウェーやスコットランド等において見られるにすぎない。 

その中でも、鳴門海峡の渦潮は、他の海域にはみられない潮汐条件および地形条件の

組み合わせによる独特な発生メカニズムを有するとともに、その規模、多様性、美しさ、北

流時・南流時の両方で発生すること、発生範囲の広さ、観察の容易さの観点から他の類

似資産を卓越しており、「渦潮」の顕著な代表例といえる。 

鳴門海峡の渦潮を発生させる速い潮流は、鳴門海峡を境にして満潮と干潮が同時に存

在することによる海水面の位相差によって生み出され、その潮位差は最大 1.5m に達し、

1 日に 4 回、北と南に方向を変えながら交互に発生する。これは、潮汐波が紀淡海峡から

明石海峡を回り、鳴門海峡に伝達するのにちょうど潮汐半周期（約６時間）を要すると

いう淡路島海域特有の地勢的特徴であり、鳴門海峡の狭小な地形においてその流れが収

束され、さらに強さを増した潮流が、直径 30m におよぶ巨大な渦潮の群を出現させる。 

また、江戸時代以降、観潮が盛んとなった結果、多数の芸術作品に渦潮が題材として扱

われるようになり、また、渦潮見物自体を作品として表現した作品が多数残されている。絵画

では徳島藩ゆかりの絵師達の活動が伝播し、鳴門海峡の自然美のイメージが国内に浸透・

普及されることで、葛飾北斎や歌川広重など当時を代表する絵師達に描かれてきた。さらに、

文学では、井原西鶴の文学作品に渦潮見学が表現されるなど、独特の芸術・文学を育んで

きた。これらの作品を通じて、鳴門の渦潮の図像は欧米にも紹介された。昭和初期には鳴門

周辺が国名勝に指定され、現在では鳴門海峡に架かる大鳴門橋橋桁の遊歩道から渦潮を

見下ろすことができるようになるなど、ダイナミックで神秘的な自然現象は古来多くの人々を

魅了し、芸術・文学の創造の源となるほどの感性と想像力を刺激する類まれな自然美を有

する。 
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○ 評価基準（ⅷ）生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、

あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代

表する顕著な見本である。 

  

 
  

渦潮は、潮汐による潮流と海峡等の地形条件の組み合わせにより発生するが、潮汐による

潮流が見られる全ての海峡において発生するわけではなく、特に、直径 10m を超える規模の

大きな渦潮は、地球上のごく限られた場所でしか確認されていない。 

鳴門海峡の速い潮流は、日本列島のプレート運動による地殻変動と世界第一級の活断

層である中央構造線の活動がもたらした瀬戸内海の形成と淡路島の隆起部と大阪湾・播

磨灘の沈降部の絶妙な配置により生じている。日本列島にはユーラシアプレート、北米プレー

ト、太平洋プレート、フィリピン海プレートの４つのプレートが境を接しているが、約300万年前、

フィリピン海プレートが太平洋プレートと衝突し、沈み込みの方向を北西方向に変え、斜めに沈

み込みを開始したことから、瀬戸内海地域に隆起部と沈降部を作り出し、約 20 万年前に沈

降部に海水が流れ込んで瀬戸内海が生まれた。約 8500 年前には、紀伊水道、大阪湾、播

磨灘をめぐる潮流システムが完成し、鳴門海峡に渦潮を発生させる速い潮流が生まれたも

のと考えられる。 

海外の渦潮は、氷河により形成されたフィヨルド地形（U 字谷）や、河川の浸食や地殻運

動、海水面の変化により形成されたリアス式海岸など幅の狭くなった海域等で見られるが、鳴門

海峡の狭小な断面は、日本列島のプレート運動による地殻変動と世界で最も活動的な活

断層の１つである中央構造線の横ずれ運動の影響を受け湾曲し、海流の方向に対して垂

直に走向する地層群の浸食耐性の違い（差別浸食）により形成された。また海峡の南北に

ある特徴的な双子型海釜
か い ふ

も同じく地層群の浸食耐性の違いと過去のより速い潮流により形成

されたと考えられる。 

以上のとおり、鳴門海峡周辺の地形は、プレートテクトニクスにより変化をし続ける地球形

成の重要な進行中のダイナミックな地質学的過程を狭い範囲で観察できる顕著な見本で

あると言える。 
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３ 資産の内容 

3.1 主要な資産 

3.1.1 類まれな渦潮（評価基準ⅶ） 
3.1.1.a 渦（下降渦）の定義と大きさ 

螺旋状となった渦の外縁部が海水面に比べて盛り

上がる特徴を捉え、外縁と外縁の盛り上がりの頂点を

結ぶ距離を「渦の直径」（大きさ）と定義する。最大

で直径 29ｍに達する渦が実測されている。（図４） 

 

 

3.1.1.b 多様な渦の形態 

鳴門海峡では、日本国内の３つの海域（来島海峡、関門海峡および針尾瀬戸）

では観測されなかった多様な渦の形態・特性が確認されている。（図５） 

＜渦連＞ 

一定のリズムで連続して生まれた複数の渦潮が、成

⾧し、消滅するまでの間、流れに沿って連なって移動す

る形態 

＜渦対＞ 

海峡中央部の潮流（本流）の両側に形成される

回転方向の異なる渦が、沖合で対になる形態 

＜渦の合体＞ 

別々に発生した２つの渦が、移動する過程で合体

し、より規模の大きな渦を形成する現象 

＜湧昇渦＞ 

海底地形の影響を受け、海中からの湧昇流が円形

状に大きく盛り上がる現象 

 

 

 3.1.1.c 渦の発生機構 

３D 海底地形と真俯瞰画像から北流時の渦の発生源を推定したところ、一ツ碆
ひ と つ ば え

の

地形が起点となっていることが確認された。また、渦の発生機構の解析結果から、北

流時における渦は、一ツ碆
ひ と つ ば え

 の地形の影響により発生し、本流と停滞域との流速差によ

り発達しながら、北上し、大鳴門橋手前において流速差が小さくなり、衰退・消滅する

ことが確認された。同様に、南流時の渦の発生源を推定したところ、鳴門海峡の鳴門

側と淡路島側の突き出た地形を起点として発生していることが確認された（図 6）。 

図４ 渦潮の大きさ 

（「鳴門海峡の渦潮」自然編 

2020 年 3 月 協議会） 

図５-3 湧昇渦 

（「鳴門海峡の渦潮」自然編 

2020 年 3 月 協議会） 

図 5-1 渦連 

図 5-2 渦対 
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3.1.1.d 渦の発生要因とその関係 

渦の発生メカニズムには、潮流や地形など様々な要素が関与し、その奇跡の組み

合わせの結果として形成される現象が「鳴門海峡の渦潮」である。 

 

3.1.1.d.(a) 潮流要因（渦潮と海象との関係） 

太平洋から瀬戸内海に向かう潮汐波は、紀伊水道から進入するが、紀伊水道

では淡路島の南に位置する鳴門海峡の南側と、大阪湾の入り口の紀淡海峡に到

達する（模式図７中①）。しかし、鳴門海峡が狭小なため堰き止められ、もう一

方の入口である紀淡海峡から大阪湾、明石海峡を通って播磨灘に入り、鳴門海

峡の北側に満潮をもたらす（模式図７中②）。このように潮汐波が淡路島を周

回し、海峡の裏側に到達するのに約６時間かかるため、その時には太平洋側は干

潮となっており、鳴門海峡を挟んで正反対の満潮と干潮が隣り合う現象が起きる

（模式図７中③）。このとき、最大 1.5m の干満差（潮位差）が生じ、それに

伴い最大 10 ノット（時速約 20km）の速い潮流が発生する。 

この干満差（潮位差）は、１日に２回ずつある満ち潮時と引き潮時において

生じ、約６時間周期で北と南の逆向きに潮流が発生する。この北流時と南流時

の両方において大規模な渦が見られることも鳴門海峡の特徴の 1 つである。潮流

に伴い発生する渦は、年間通じて観測することができるが、春と秋の大潮時には、

一年の中でも干満差（潮位差）が特に大きくなるため、速い潮流とそれに伴う大

きな渦が発生する。（図８） 

図 6 渦潮の発生機構（左:北流時、右:南流時） 
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3.1.1.d.(b) 地形要因（渦と海峡地形との関係） 

鳴門海峡部の特徴的な海底地形として、海閾
か い い き

 と呼ばれる水深がその両側に比

べて非常に浅くなっている海底隆起部がある。鳴門海峡は紀伊水道と播磨灘を結

ぶ海峡で、最狭部は淡路島と四国から突き出した２つの岬によりその幅が約

1.3km まで、海閾
か い い き

では水深が約 80m まで狭まっている。最大 1.5m に達する干

満差によって発生する潮流は、この縦横に狭くなった鳴門海峡で収束され強流を

引き起こす。強流（主流）は、淡路島側の浅瀬の先端部などを起点として渦を

生成する。海閾
か い い き

 やその周辺の浅瀬などの複雑な海底地形は、発生した渦の成⾧

や形態の変化に影響を及ぼしている。（図９） 

 

 

 

 

図 8 最大干潮時の様子 
（上:南流時、下:北流時） 
（「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年 3 月 協議会） 

 

図 7 潮汐波模式図 

（「鳴門海峡の渦潮」自然編 

2020 年 3 月 協議会） 

図９ 海閾
か い い き

 
（「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年 3 月 協議会） 

 
 



 

10 

 

3.1.1.e 渦の発生から消滅まで 

鳴門海峡の渦潮を撮影した動画から、北流および南流各１個の渦を抽出し解析

した結果、渦の発生から消滅までの時間はともに約 30 秒間であり、8 ノットの潮流で

約 130m 移動していることがわかった。また、潮流がさらに速い日時に撮影した画像か

らは、渦の到達範囲が 200m 近くまで達することが確認されている。 

渦の形態の変化に応じて、渦が発生する範囲を発生域、発達する範囲を発達域、

衰退し消滅する範囲を衰退域とし、それぞれの範囲を次の図のように定めた(図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本流（潮流の中央部）および停滞域（本流の両側）の流速について調査

した結果、本流と停滞域の流速差が、渦の発達域付近で最も大きく、衰退域に近づ

くにつれて小さくなることが確認された。このことから、渦は発生後、発達域において、本

流と停滞域の流速差から運動エネルギーを得て、流速差の境界上を移動しながら発

達し（大きく、深くなる）、その流速差が小さくなるにしたがい衰退していき（徐々に浅

くなる）、やがて消滅することが明らかとなった。 

 

3.1.1.f 渦潮発生当時の海峡の海底地形状況 

 鳴門海峡周辺固有の特異な海底地形として、鳴門海峡を挟み南北の位置に大

規模な海釜
か い ふ

 （双子型海釜
か い ふ

 ）が存在する。この海釜
か い ふ

 の形成要因と形成過程において

は、鳴門海峡の海底地形の歴史的形成に伴う潮流の強さと渦潮規模が大きく貢献し、

渦潮の海底浸食によって形成されてきたと考えられる。 

しかしながら、現在の渦潮動態の観測による結果、渦潮が発生し発達してから消滅

に至る「渦潮到達距離」は、海釜
か い ふ

 の最深部の位置には到達せず、かなり手前で消滅

することが明らかとなっている。このことは、現在の規模の渦潮では実在する海釜
か い ふ

の形成

には直接役立っていないことを示唆している。そのため、①現在よりも強い潮流と大きな

規模の渦潮が存在した可能性と、②その渦潮が海釜
か い ふ

 の最深部の位置まで到達し渦

潮の海底浸食によって現在の海釜
か い ふ

を形成した可能性との証明を目的に、水理模型実

験を行った。 

図 10 渦潮の発生域、発達域、衰退域（左:北流時、右:南流時） 
（「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年 3 月 協議会） 
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水理模型実験では、鳴門海峡を含む周辺海底地形を忠実に再現した潮汐水理

模型（水平縮尺 1/2000、鉛直縮尺 1/159、時間縮尺 1/159 の歪み模型）を

活用して潮流場を再現した。また、南北の海釜
か い ふ

が形成されていない時代の平らな海底

地形と、1 万年～8500 年以前の海水準（海面水位）と鳴門海峡地形を考慮し、

海峡断面積は現在の約 1/3 以下と想定した。この条件下で海峡断面積を現在の

30%、20%、10%と段階的に変化させ、海釜
か い ふ

 最深部の位置に到達可能な強い潮

流と渦潮の再現を目的とした水理模型実験による検証を行い、以下の結果を得た。 

 

○ 鳴門海峡の海峡部の断面積を現況断面の 10～30％に縮小した実験では、鳴 

門海峡部を通過する潮流の速さは現況より増大し、渦潮到達距離は現況に比較

して北流で 1.2～1.7 倍、南流で 1.9～2.7 倍の到達距離を示し、現在の海釜
か い ふ

最深部の位置まで到達していたことが明らかになった。この結果から、鳴門海峡の形

成過程の時代、現在よりも海峡断面が小さかった時に、縮小された海峡部地形の

影響によって強い潮流（噴流効果）と現在よりも大規模な渦潮が発生し、南北の

海釜
か い ふ

が深く形成されたという可能性が証明できた。 

○ なお、海峡部の断面積を 10%に縮小した場合の最大流速は、現況に比較して

北流で約 3.1 倍、南流で約 2.4 倍に達していた。また北流、南流ともに、海峡部

の断面積が小さくなるほど流れの強い領域が拡大し、強い潮流が現在の海釜
か い ふ

 最深

部の位置まで到達していた。 

 
以上のことから、鳴門海峡の形成が進む過程で、海峡断面が現在よりも狭かった過

去においては、海峡を通過する潮流は噴流状態となり、一方で、強く多様な渦潮が形

成されていたこと、またその潮流が現況の海釜
か い ふ

 位置まで到達し、海底を浸食することに

よって深い海釜
か い ふ

が形成されたと考えられる実験結果が得られた（図 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県 

兵庫県 

図 11-4 海峡部の断面 

図 11-1 鳴門海峡の水理模型 

図 11-3 流速分布図 図 11-2 
渦潮達成状況 

鳴門海峡の水理模型実験 
（「鳴門の渦潮」と淡路島の文化遺産 

2023 年 2 月 「鳴門の渦潮」調査研究プロジェクト実行委員会) 
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3.1.2 鳴門海峡周辺の地形地質（評価基準ⅷ） 
3.1.2.a 地形、地質 

3.1.2.a.(a) 鳴門海峡の地形成立過程と渦潮の発生起源 

鳴門海峡の地形成立はユーラシアプレート、フィリピン

海プレートなどのプレートテクニクスと世界最大級の断層

である中央構造線の運動と水流による地形の浸食の大

きな影響によっている。またその地形の成立過程を紐解

くことは、地球形成プロセスの基本的な理解に貢献して

いる。 

 

大阪湾・播磨灘と淡路島の形成史 

約 300 万年前より前には、西日本の沖合のフィリピ

ン海プレートは北方向に向かって沈みこんでいたが、約

300 万年前から北西方向へと沈みこみの方向が変化

し、現在の中央構造線が右横ずれ断層運動を開始し

た（図 12）。約 300 万年前以前には、フィリピン海プ

レートの北方向への沈みこみによって、中央構造線で逆

断層が発生し、断層の北側が隆起した。さらに北側の

伊勢湾から瀬戸内海東部の播磨灘にかけての地域は

沈降し、東西方向に盆地が形成され、その一部に

は大きな湖沼が発達した。その後に北西方向に沈

みこみが変化し、中央構造線で右横ずれ断層運

動が始まったことで、淡路島周辺では大阪湾と播

磨灘が沈降域、その間にある六甲山地や淡路島

が隆起域となり、それぞれが北東にのびるようにして

地形配列の変化が起こった。これにより、約 120

万年前までは沈降域であった大阪湾と播磨灘には

湖や低地が広がっていたと考えられる（図 13）。 

その後も隆起・沈降は継続し、大阪湾側の沈降

域は約120万年前に紀淡海峡付近を通じて紀伊

水道とつながり、大阪湾に海水が入り始めて大阪

図 12 約 300 万年前のフィリッピン

海プレートの運動方向の変化と中央

構造線の右横ずれ断層運動の始まり

（yahoo expert 巽 2020 年） 

 

図 13 約 150 万年前以降の淡路島周辺の
古地理の変化 
(「鳴門海峡の渦潮」自然編 
2020 年 3 月 協議会） 
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湾が誕生した。約 100 万年前には海域が京都盆地や奈良盆地の中央付近まで広がり、

大阪湾は現在よりもずっと広い内湾となった（図 13）。一方で播磨灘側は湖や低地が

広がったままであったが、50～100 万年前に六甲山地や淡路島で活断層の右横ずれ断

層運動がより活発となったことで明石海峡付近が次第に低下し、40 万年前頃には明石

海峡側から播磨灘に海水が入り始めた（播磨灘の始まり、図 13）。 

約 40 万年前以降も明石海峡の拡大と播磨灘の沈降が続き、播磨灘の海域は次第

に西方および南方へと拡大し、約 20 万年前には播磨灘の大部分が海域となった。しかし、

鳴門海峡の位置には紀伊水道側とつながる海峡はなく、淡路島南部や四国の讃岐山脈

東部から流れ下る河川が形成した河谷であったと考えられる。播磨灘の海底に残された約

13～15 万年前の低海面期に造られた河谷からは、その当時に四国東部や淡路島南部

から鳴門海峡部へと連続する水系があったことがわかる。引き続く約 12～13 万年前の最

終間氷期の高海面期には、明石海峡部を流れる大河川の河谷と鳴門海峡部を流れる

河川の河谷を通じて海水が侵入して播磨灘全体が海域となり、鳴門海峡が形成された。

その海域はさらに瀬戸内海中部の燧
ひうち

 灘と連続しており、現在と同様な瀬戸内海が形成さ

れたと考えられる。 

最終間氷期に播磨灘が海域となり、鳴門海峡を通じて紀伊水道と連絡した。これによ

って現在と同様に淡路島が紀淡海峡、明石海峡、鳴門海峡の 3 つの海峡で本州や四国

と分断され、現在と同様な海況システムが形成されたと考えられる。最終間氷期には干満

による潮位差が発生し、河谷地形が潮流により浸食されて海峡部の V 字谷が広がり、そ

の南北周辺には現在の海釜
か い ふ

の原型が形成された可能性が高い。さらに高海水準が 1 万

年以上継続した最終間氷期の極相期には、鳴門海峡の両岸に海食作用によって形成さ

れた波蝕棚が拡がり、現在と類似した鳴門海峡の地形が成立していたと考えられる。この

時代に今と同様な多様で大規模な渦潮が発生していたかどうかは不明である。最終間氷

期に形成された波蝕棚の広がりが確認され、鳴門海峡の南北に分布する海釜
か い ふ

 地形の形

成が最終間氷期まで遡ることが明らかになれば、当時の渦潮発生の可能性が高まるため、

現在解明を進めている。 

 

現在の鳴門の渦潮の発生過程 

最終氷期の約 1.6 万年前には 100～120ｍに達する海面高度の低下により鳴門海

峡、明石海峡、紀淡海峡は陸化した。当時の水系の様子は、現在の播磨灘や大阪湾の

堆積物の直下に残された河谷地形（埋没河谷）から復元されており、中国地方東部の

加古川水系などを含む大河川が明石海峡部を経て大阪湾に流入し、武庫川や猪名川
い な が わ
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水系、淀川水系と合流して紀淡海峡を

抜けて紀伊水道へと注ぐ巨大な水系が

あったことがわかっている。 

現在の渦潮の発生時期は後氷期に

おける海水準の上昇（縄文海進）と

密接に関係している。小鳴門海峡周

辺の平野地下の地層に縄文海進時の

海水準記録が残されていることが期待

された。そこで平野地下の地層を掘削

して得たボーリングコア（小鳴門コア）

を分析し、縄文海進時の相対的な海

水準変動を検討した。その結果に基づ

くと、縄文海進により海水準が上昇し

始め、1.3 万年前には紀淡海峡を通じ

て大阪湾に海水が流入し始めた。約１

万年前には鳴門海峡を通じて播磨灘

にも海水が流入し、播磨灘の南半分ぐ

らいまでが入り江状となったことで、初めて鳴門海峡に渦潮が発生し始めたと考えられる

（図 14）。しかし、当時は明石海峡がまだ陸地のままであったため現在の海況システムは

成立しておらず、鳴門海峡における干満の潮位差は小さく、渦の大きさは現在のものより

小さかったと考えられる。その後、約 8500 年前には明石海峡が通じて播磨灘全域が海

域となり、さらに海水準が上昇し続けたことで約 8000 年前に備讃瀬戸を通じて燧
ひうち

灘と播

磨灘が連結し、現在に引き続く播磨灘と紀淡海峡で６時間ごとに干満が逆転となる鳴門

海峡の大きな渦潮が発生する海況システムが確立された（図 14）。 

鳴門海峡の地形は、その原型は最終間氷期直前にまで遡るが、約 8000 年前以降も

継続する高海面期において、潮流の浸食による海閾
か い い き

や海釜
か い ふ

の形成、海食による波蝕棚の

拡大、海食および乾湿風化の進行による海食崖の後退が継続し、徐々に現在の鳴門海

峡の地形へと変化してきた。縄文海進以降の鳴門海峡の地形形成においては、海峡周

辺を構成する和泉層群の岩石の性質が大きく関与してきた。とりわけ岩石の硬軟の差や

乾湿風化への抵抗性の差による差別侵食は、凹凸に富む海岸線や飛島等の離れ小島

の形成、海閾
か い い き

と海釜
か い ふ

の標高差の増大などに強く働いた。 

以上に述べた鳴門海峡の地形成立過程と渦潮の発生過程を（図 15）に年表として

 

図 14 小鳴門コア堆積物の分析から判明した縄文海進の進行に

ともなう海況システムの成立と現在の渦潮の発生過程 

(令和 4 年度「鳴門の渦潮」の学術調査にかかる 

委託業務報告書 2023 年 3 月 協議会） 
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整理した。北米や北欧の渦潮のほとんどは、最終氷期に形成されたフィヨルド地形が後氷

期の海面上昇により沈水してその発生場となっている。これらと比較すると、鳴門海峡の渦

潮は大規模なプレート運動と関連して少なくとも 300 万年以上の年月に及ぶ発生過程を

経て形成されていることが特筆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.a.(b) 地質に影響された海峡地形 

鳴門海峡付近は和泉層群とよばれる白亜紀末に堆積した海成層から構成されて

おり、白亜紀末のアンモナイトであるプラビトセラスやディディモセラス、また、貝類、エビ、

魚など海洋生物の化石が産出する。特にプラビトセラスは世界的にみて、最も多く産

出するのが淡路島である。 
淡路島側に分布する和泉層群で

は、鳴門海峡の潮流に対して直交す

る形で地層が連なり、砂岩優勢部

（オレンジ色部）が海側に突き出し

て岬となり、泥岩優勢部（青色部）

がより深く浸食されて入り江を形成し

ている。それに対して四国（鳴門

市）側の海岸は砂岩が優勢な部分

が多く、凹凸のより少ない海岸線があ

る。鳴門海峡の最狭部は砂岩優勢

部からなる岬が両岸から突出することにより狭くなっている（図 16）。 

・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
70100200500万年前

・・・・・
間氷期

現在

後氷期氷期最終間氷期氷期

１万年13 10 5
・

50 20 1 万年 13 20 100 1 万年 13 20 100 5000 

約 12～13 万年前 
鳴門海峡の始まり 

8000 年前 
備讃瀬戸が通じ、 
大きな渦潮発生 

約 100 万年前 
大阪湾の始まり 

8500 年前 
明石海峡が通じる 

約 20 万年前 
播磨灘の大部分が海域となる 

図 15 鳴門海峡の成立と渦潮の発生までの歴史 

 

約 1 万年前 
鳴門海峡が通じ、 
小さな渦潮発生 

40 万年前 
播磨灘の始まり 

約 300 万年前 
中央構造線が右横ずれ断層運動開始 

砂岩泥岩均等部 
砂岩優勢部 

泥岩優勢部 

約 150 万年前 
大阪湾と播磨灘は湖や低地の状態 

図 16 鳴門海峡周辺の地質 

(「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年 3 月 協議会） 
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このような海峡地形と地質分布の対応をもとに、渦潮の発生に重要な役割を果たし

ている鳴門海峡の地形が、和泉層群中の砂岩と泥岩の風化・浸食、とくに乾湿風化

に対する抵抗性の差異により形成されたと考え、それを具体的に実証するための調査

を行った。淡路島沿岸で砂岩、砂質泥岩、泥岩からそれぞれ試料を採取し、潮汐と

同じ 6 時間毎の乾湿変化に対する耐久性について測定した結果、砂岩優勢層の岩

石は、泥岩優勢層の岩石に比べ、乾湿風化に対する耐久性が高いことが確認されて

いる。 

また、湿潤条件下における砂岩と泥岩の

浸食耐性の違いを検証するためにシュミット

ハンマーによる反発係数の測定調査を行った

結果、砂岩・砂質泥岩・泥岩が近接する露

頭では、反発係数には、砂岩＞砂質泥岩

＞泥岩という関係が成立しており、岩石強度

の大小を示していると考えられる。この結果か

らみると前述の海閾
か い い き

 、海釜
か い ふ

 といった特殊な海

底地形も、海閾
か い い き

 や浅瀬が和泉層群の砂岩

優勢層に、海釜
か い ふ

 が泥岩優勢層にそれぞれ対

応しており、地層の浸食に対する抵抗性の

違いが海底地形の形成に影響を与えていた

可能性が高い（図 17）。 

 

 

 

 

3.1.2.a.(c) 沈降傾向にある鳴門海峡 

和歌山県の紀ノ川から淡路島南の海域を通り、徳島県の吉野川に続く中央構造

線活断層系を挟んで、瀬戸内海側には和泉山脈、淡路島の諭鶴羽山地、讃岐山

脈と東西方向に隆起域が続くのに対して、その南の紀伊水道側は沼島
ぬ し ま

 を除いて沈降

域が広がっている。これには北側隆起を示す中央構造線活断層系の動きが影響して

いる。 

しかし、中央構造線活断層系の北側において、鳴門側も淡路島側も、鳴門海峡沿

岸部はリアス式海岸であり、沈降傾向にあるとみられる。一方、三原平野の西端には

活断層（逆断層）があり、その西方の山塊部は東方にのし上るように隆起している。

他にも東上がりの隆起部は淡路島南部の油谷
ゆ だ に

 断層の北西や紀淡海峡を望む由良

断層の西方にも認められる。これらの地形的な特徴は、中央構造線活断層系の右

図 17 岩石強度の指標となるシュミットハンマー打撃に 

よる反発係数（R 値）の岩種毎の比較 

(令和３年度「鳴門の渦潮」の学術調査にかかる
委託業務報告書 2022 年 3 月 協議会） 
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横ずれ運動により、その北側の大地が東方へと移動することで生じていると考えられる。 

すなわち、中央構造線活断層系の北側隆起、右横ずれという活断層運動により、

鳴門海峡や紀淡海峡の周辺は相対的な沈降域に、諭鶴羽山地は相対的な隆起

域となっている可能性が考えられる（図 18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.a.(d) 海釜
か い ふ

の形成 

鳴門海峡部の特徴的な海底地形として、海峡最狭部の水深がその両側に比べて

非常に浅く（約 80m）なっている海閾
か い い き

がある。また、海閾
か い い き

を挟んだ南北両側に海釜
か い ふ

と

いうお釜状の窪みが形成されており、鳴門海峡の海釜
か い ふ

 は双子型海釜
か い ふ

 （北・東釜

216m、北・西釜 151m、南釜 164m）とよばれている。これら海釜
か い ふ

の形成について

は、鳴門海峡で収束した潮流が、流れの速い下降流や渦潮を発生させて海底を削り、

海峡の両側に窪みを形成したと考えられる。 

前述のとおり、鳴門海峡周辺の地形を模した水理模型を使い、鳴門海峡の形成過

程において、過去の海峡地形は幅がより狭かったとして実験を行った結果、潮流の流

速が今よりも速くなり、渦潮は現在よりも海峡から遠ざかった位置で発生する様子が観

測された。このため、強い潮流や渦潮が海底を削って現在のような南北に⾧い海釜
か い ふ

 が

形成された可能性が示唆された（図 19）。 

           
 

海
かい

 閾
いき

 

南釜 

北・東釜 

図 18 諭鶴羽山地・紀伊水道付近の中央構造線活断層系と周辺の活断層 
(「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年 3 月 協議会） 

 

図 19 鳴門海峡の双子型海釜(左:海底地形図、右:Ａ－Ｂ海底断面図) 
(「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年 3 月 協議会） 
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以上のとおり、鳴門海峡周辺の地形は、プレートテクトニクスに起因する大地の隆起

と沈降に、世界第一級の活断層である中央構造線の右横ずれ断層運動による隆起

域と沈降域の移動や地層の傾動が加わったダイナミックな地形形成作用の結果である。

さらに傾斜した砂岩泥岩の差別浸食により幅狭い海峡が形成され、それにより発生す

る激しい潮流や渦潮による差別浸食を受けて、海閾
か い い き

 と呼ばれる海峡沿いの海底の高

まりや海釜
か い ふ

 と呼ばれる海底の窪みなど、他に例のない独特な海底地形が造られている。

したがって、地形形成における重要な進行中のダイナミックな地質学的過程のいくつか

を狭い範囲で同時に観察できる非常に顕著な対象として、鳴門海峡周辺の地形は

地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本となりうる。 

 

3.1.3 鳴門海峡の景観(評価基準ⅶ) 
3.1.3.a 鳴門海峡の美 

3.1.3.a.(a) 古くから絵画や文学の創造の源となった渦潮 

古来鳴門海峡の渦潮の神秘的な自然現象は、恐怖と畏敬の念で人々の感性と

想像力を刺激し、芸術・文学の創造の源となった。 

鳴門海峡の渦潮は、８世紀に編纂された我が国最古の歴史書『古事記』でイザナ

ギ・イザナミが天から矛で海をかき回し淡路島他の島を生んだとする国生み神話の元と

なったと考えられている。この神秘的な自然現象が古代の人々に与えた印象の大きさ

を伝えると同時に、国生みという創造的なイメージでとらえられていることに、大きな特

徴がある。さらに、鳴門海峡の渦潮の自然現象は、この神話に反映されていると考えら

れる祭祀儀式の内容や、淡路島の砂州
さ す

や砂
さ

嘴
し

などの景観と島の成り立ちに密接に関

わっていると考えられている。 

また、鳴門海峡の渦潮を中心に、四季折々の変化に富んだ海峡周辺の景観は、

古来和歌に歌われてきたほか、数多の作家や芸術家の作品に描かれている。 

江戸時代になると、水際景観への興味の高まりとともに文化人等による観潮が盛ん

に行われ、渦潮を題材にした和歌・俳句・絵画や、渦潮見物自体を作品として表現

する「観潮記」・「紀行文」が多数残されるようになった。浮世草子の作家である井原

西鶴は『西鶴名残の友』において、実際の渦潮はすばらしく、渦の中心は竜宮城のす

り鉢のようになっており、大きな音を立てている様子に驚いた旨を記載している。 

絵画においては、江戸時代の徳島藩ゆかりの絵師達の活動が、他の地域の絵師

達に伝播し、鳴門海峡の自然美のイメージが国内に共有され、この地の景観が絵画

の「名所」として定着した。葛飾北斎や歌川広重といった世界的に著名な浮世絵師も

「渦潮」を含む「鳴門海峡」を描いており、これらの作品を通じて、鳴門の渦潮の図像イ

メージは、欧米に紹介された（図 20～22）。 
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特に葛飾北斎や歌川広重の名所図会
ず え

 は、人々が安心して旅を楽しむことができる

ようになった江戸時代、旅の目的地として名所を版画・浮世絵により紹介したもので、

旅行文化の始まりとして評価することができる。 

 

加えて、江戸時代に始まった名所は、20 世紀初頭に名勝として制度化され、国立

公園が制度化される前の近代（1868 年～1945 年）日本における風景の保護の

原点となり、鳴門の風景は昭和 6(1931)年に名勝指定に至った。 

また、外国人も鳴門海峡の渦潮について、驚き

をもってそれぞれの国に伝えている。江戸時代、

1690 年から２年間日本に滞在したドイツ人医師

ケンペルは「恐ろしい光景と轟音」と紹介している。

また、1823 年に医師として来日したシーボルトの

著作「Nippon」にも迫力のある挿絵入りで「鳴門

海峡の渦潮」が紹介されている(図 23)。1901 年

にヨーロッパで出版された日本の旅行ガイド(A 

Handbook for Travellers in Jpan)では「壮観

な景色であり、見逃すべきでない」として紹介されて

いるなど、海外の人々にとっても驚くべき自然現

象、自然美であった。 

図 20 歌川広重「六十余州名所図会阿波鳴門之風波」 
（国立国会図書館 蔵 1855 年）  

図 21 葛飾北斎『北斎漫画』七編「阿波の鳴門」 
（山口県立萩美術館・浦上記念館 蔵 1817 年） 

 

図 22 歌川広重「阿波鳴門之風景」 
      （東京国立博物館 蔵 1857 年） 

図 23 シーボルト「Nippon」に掲載された 
「鳴門の渦潮」挿絵（福岡県立図書館
蔵 1832～1859 年頃） 
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3.1.3.a.(b) 鳴門海峡の景観における本質的価値と地理的認識範囲 

鳴門海峡の景観において損なわれてはならない本質的価値を検証することを目的

とし、鳴門海峡の景観として強く認識される構成要素や、一体的に認識される地理

的な範囲を解明するため、鳴門海峡が描かれた絵画の分析を行った。 

江戸時代中期の 1735 年から現代の 1969 年までに制作された図絵や浮世絵、

風景画など 56 点の絵画に描かれた要素を時代別に集計した結果、どの時代におい

ても、渦（下降渦）以外に、白波や海面の水位差、島や黒松などを鳴門海峡の景

観として強く認識されていることが明らかとなり、鳴門海峡の景観の本質的価値を成す

構成要素であると示唆された。 

また、絵画で描かれた実在する土地構成要素である山や岩、島などを特定した結

果、南あわじ市側の門崎
と さ き

 や中瀬、鳴門市側の裸
はだか

島
し ま

 と飛島
と び し ま

 などが高頻度で描かれて

いたほか、地理的に隔離された大園
お お ぞ の

島
し ま

 や遠景の諭
ゆ

鶴羽
づ る は

 山系なども比較的よく描かれ

る傾向がみられた。これらの要素は、鳴門海峡の景観に欠かせない構成要素といえる。 

さらに 、対 象と した絵 画の中で 南あわ じ市 側の代表 作「淡路国名所図会
あ わ じ こ く め い し ょ ず え

（暁鐘成
あかつきかねなる

、1851 年）」と、歌川広重の「六十余州名所図会阿波鳴門之風波
ろ く じ ゅ う よ し ゅ う め い し ょ ず え あ わ な る と の ふ う は

」等

後世の鳴門海峡の絵画に大きな影響を与えたとされる鳴門市側の「山水奇観
さ ん す い き か ん

（淵上旭江
ふちがみきょっこう

、1800 年-1802 年）」において描かれた地理的範囲を分析した結果、

遠景の小豆島や紀州までの大パノラマを海峡と一体的に認識していたほか、淡路島

側では先山と諭鶴羽山、徳島側では大麻山
お お あ さ や ま

 や天円山
あまがつぶやま

 の山頂の特徴を明確に描いて

おり、これらの遠景の山並みも鳴門海峡の景観において重要な要素といえる。 

 

3.1.3.a.(c) 名勝指定当時（近代）の鳴門海峡の名所の風致景観 

鳴門海峡の風致景観の美的価値が、わが国の制度として明確に認識され価値づ

けられたのは、昭和 6(1931)年の名勝指定であると考えられる。当時の風致景観が

どのような特徴を有し、どのような価値が見出されていたのかを知るため、名勝指定当

時の鳴門海峡の名所の風致景観が撮影された絵葉書に着目し、絵柄が被らない絵

葉書 160 枚を選定した後、絵葉書の視点場を特定し、絵柄書に写された景観要素

やランドマークを分類抽出した。 

まず、視点場を特定し、A～Ｌの 12 の視点場エリアに分けて特徴を読み取った結

果、絵葉書の視点場の多くは、名勝指定地域に密集していることから、近代に親しま

れた視点場の大半が名勝指定によって一定の保護の網掛けがなされている状況にあ

るといえる。一方、年代と視点場の関係を見ると、近代の観光化と保護活動の成果の

価値は見出され、視点場が多様化したと考えられる。 
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次に、絵葉書に写る景観要素を抽出し

た結果、自然物では海面、岩、黒松、白

波、島の順に多く、人工物では木船が多く

なった。これらの要素は、近代の鳴門海峡

の風景において欠くことのできない要素であ

るといえる。一方、鳴門海峡の代名詞とも

いえる「渦潮」を捉えた絵葉書は、15 件に

留まった。絵葉書に写るランドマークを抽出

した結果、銚子の口、海峡中央、裸島、

飛島、次いで海峡から少し離れた千鳥ヶ

浜も比較的高い値となった。これらは近代

の鳴門海峡の観るべき対象として価値を

有したランドマークと考えられる。 

視点場と観るべき対象の関係性につい

て、名勝指定地域の A～G の視点場

（あるいはその近傍 H 含む）は、海峡の中央部の激流や渦を写したものは、A、H な

ど限定的であり、B・D・E・F・G のように、裸島・飛島・網干島の島々、岩や黒松などを

配した銚子の口や千鳥ヶ浜の海岸景を、多様な視点場から遠望することに価値が見

出されていたことが明らかとなった（図 24）。 

 

3.1.3.b 鳴門海峡の新たな価値 

3.1.3.b.(a) 近代に価値が見出された景観の視点場における変化 

近代に価値が見出された景観の視点場において現地調査を行い、現在の景観が

どのように変化しているのかの実態を明らかにすることにより、鳴門海峡の景観として現

在も継承されている普遍的な価値とその課題について考察することを目的とした。 

近代に発刊された鳴門海峡周辺

の絵葉書で絵柄が被らない 160 枚

から 10 の視点場エリアにまたがる

114 件の絵葉書写真を対象とした。

現地調査では、絵葉書より特定した

視点場（撮影場所）へ踏査し、視

点場へ到達できた場合は、絵葉書写

真と同じアングルから写真の撮影を行

った。 

各視点場の残存状況を視点場へ

のアクセスによって、可・近傍まで可・

図 24 視点場と視点場エリアの分布 
   （令和３年度「鳴門の渦潮」の学術調査にかかる 

委託業務報告書 2022 年 3 月 協議会） 

図 25 視点場エリア位置図 
(令和４年度「鳴門の渦潮」の学術調査に 
かかる委託業務報告書 2023 年 3 月 
協議会） 
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不可・場所不明に評価した。その結果、同じ視点場へアクセスできた視点場は

66.7％にとどまり、アクセスできない視点場が 22.8％となった。 

 

続いて、絵葉書の中から、撮影場所が特定できた計 107 地点の視点場の絵葉書

に写し出された鳴門海峡の景観を分析することにより、近代に価値が見出された景観

が現在どのように変化しているかについて、①視点場の存続状況の把握と②絵葉書に

撮影された構成要素の変容から明らかにするとともに、近代以降の対象地の整備過

程を踏まえ、③変容した視点場の整備や維持管理など保護のあり方を考察した。 

その結果、絵葉書の 107 地点の視点場のうち、存続している視点場は約半数の

60地点（54.5％）、地盤高に変化がみられた視点場が 13地点（11.8％）、消

失した視点場が 34 地点（30.9％）となった。名勝指定地域内においては、裸島を

除く 50％以上の視点場が存続していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 昭和 11 年の絵葉書 タイトル「世界唯一鳴門の大渦」 

（兵庫県立人と自然の博物館 蔵） 

図 27 絵葉書の視点場の存続状況 

（令和５年度「鳴門の渦潮」の学術調査にかかる委託業務 

報告書 2024 年 3 月 協議会） 
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次に、視点場が「存続」となった 60 地点の視点場において、絵葉書にできるだけ近

い画角となるよう撮影を行い、ＰＣ画面上で絵葉書との重ね合わせができたものを現

況写真とし、構成要素を 86 種類に分類した。また、景ごとの変容の特徴について考

察した。 

その結果、全ての視点場で構成要素に何らかの変容がみられ、多くの視点場の自

然物において、樹木や樹林に変容がみられ、近景のクロマツが消失する反面、中・遠

景の疎生林の密生林への転換がみられることが明らかとなった。 

絵葉書の構成要素の存続割合より、「相ヶ浜より飛島を望む景」、「お茶園の広場

の景」が 90.0％以上の比較的高い景となった。特に、「お茶園の広場の景」は、広

場・園路の骨格や遠景の展望が損なわれておらず、名勝の展望地点として本質的価

値を継承している好例と評価できる。「孫崎より島と潮流を望む景」ほか２箇所では、

近景の植栽や大鳴門橋などにより遮蔽されていた。「相ヶ浜より裸島を望む景」、「千

畳敷より島を望む景」は、正面の裸島や早瀬を主景とする景であり、大鳴門橋脚や橋

桁の影響を大きく受け、遠景の建物や送電線・風量区発電施設等が視認される。大

鳴門橋の視覚的なボリュームにより裸島の主景としての存在感は薄れ、大鳴門橋が

見るべき対象と認識されるなど、名勝としての鑑賞価値とは異なる価値が見出されて

いることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 景ごとの変容の特徴 

（令和５年度「鳴門の渦潮」の学術調査にかかる委託業務 

報告書 2024 年 3 月 協議会） 
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図 28 構成要素の存続が高い景観 

（令和５年度「鳴門の渦潮」の学術調査にかかる委託業務 

報告書 2024 年 3 月 協議会） 

 

図 29 構成要素の消失・付加が顕著な景観 

（令和５年度「鳴門の渦潮」の学術調査にかかる委託業務 

報告書 2024 年 3 月 協議会） 

 

＜絵葉書＞         ＜現 況＞ 
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3.1.3.c 自然美を有する範囲 

3.1.3.c.(a) 鳴門海峡渦潮の視点場からの景観 

世界遺産のバッファゾーンを試案するため、28 の視点場から鳴門海峡中心付近の

水平視野角 80°の可視領域を描画し、対岸の視点場から半数以上となる可視頻

度の外周、および市境、国立・県立公園区域境界を結び、主要な景観構成領域の

試案を図示し、保護施策との関係について考察した。その結果、淡路側徳島側の両

岬先端の可視頻度が高いことに加え、徳島側の図中 b から南部海岸一帯の広範囲

において可視頻度の高い領域が拡がることが示された。また、図中 f・g・h などの山地

部も比較的可視頻度が高くなった。これら対岸の半数以上の視点場より可視となる

地点の外周を結び、主要な景観構成領域とした結果が、青線で示す領域である

（図 30）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 30 可視頻度から捉えたバッファゾーン試案と保護施策および人工物の状況 

（2020 年度「鳴門の渦潮」の学術調査にかかる委託業務報告書 

 2021 年 3 月 協議会） 
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3.2 関連する要素 

3.2.1 自然環境 
3.2.1.a 気候 

鳴門海峡周辺は、瀬戸内気候区と呼ばれる気候区分に属し、夏冬の季節風が

中国山地と四国山地により遮られるため、年間を通じて比較的温暖で降水量が少な

い。年間平均気温は約 16℃で、冬でも気温は 0℃以下になることは少なく、海面が

凍結することはない。山地に囲まれ季節風が弱いことから、夏には海陸風が卓越し、

夕方に無風状態となる「夕凪」の継続時間が⾧く、蒸し暑くなる。一方で、鳴門海峡

上は、紀伊水道と播磨灘をつなぐ狭い通路空間を形成しており、気流が収束するため

強風が吹きやすい。 

 

 3.2.1.b 植物、動物 

3.2.1.b.(a) 海峡周辺の水生生物と藻場 

水生動物のうち、浮遊生物（プランクトン）、遊泳生物（ネクトン）に比べ、底生

生物（ベントス）は、多くの水産有用種を含む食物連鎖の上位捕食者の餌資源と

して重要な役割を果たしていることなどから、海域の生態系のバロメーターとして捉えら

れることが多い。鳴門海峡周辺には、底生生物の出現個体数が瀬戸内海の他の海

域よりも顕著に多いことから、鳴門海峡周辺が、生物生産能力の高い海域であるとい

える。また、鳴門海峡周辺は、潮流が速く海岸線が洗われ、岩礁を形成している。こ

の岩礁を付着基質として、海水中の栄養塩を吸収し多様な魚介類の産卵場所や生

育場所として重要な役割を果たす藻場が形成されている。 

 

3.2.1.b.(b) 海峡周辺の植物および動物 

鳴門海峡周辺は暖温帯の照葉樹林域の植生で、陸域ではスダジイ・タブ群落

（沼島
ぬ し ま

 ・八幡神社）、ホルトノキ・スダジイ群落（灘黒岩・諭鶴羽神社）、暖地性

植物のイヌマキ群落（福良湾内・煙島）など、生物多様性保全上重要な植生がよく

残存している。また里山林としてのウバメガシ群落（阿万吹上
あ ま ふ き あ げ

）がみられる。 

また、鳴門海峡の南東部にあたる吹上浜
ふ き あ げ は ま

 は、人為の影響が少なく、後背地も含め

た海浜の自然状態が保たれており、砂丘部にはネコノシタ、ハマニガナ、ビロードテンツ

キなどの稀少な海浜植物が生育する。また、ヤマトマダラバッタ、オオヒョウタンゴミムシ、

ハマスズ、シロスジコガネ、ウスルリモンハナバチ、ハナダカバチ、オサムシモドキなど、極め

て生息地が限られる昆虫類が生息する。 

鳴門海峡周辺で確認される鳥類としては、絶滅が危惧される種としてタカ目タカ科

のミサゴ、ハイタカ、ノスリ、サシバなどの海岸部や山林部を中心に広い活動圏域を持

つ猛禽類と、水辺に生息するカワセミが報告されている。特にミサゴは主に魚類を主食
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とし、海岸部の切り立った岩や樹上に営巣することから、鳴門海峡周辺部が繁殖場と

して好適環境である可能性がある。 

このように、鳴門海峡周辺は、まとまった照葉樹林や海浜植生が残存し、海岸部に

上位捕食者が生息するなど、生物多様性上重要な地域であるといえる。 
 

3.2.2 人と自然との関わり 
3.2.2.a 歴史文化の変遷 

3.2.2.a.(a) ３世紀頃～１６世紀 

鳴門海峡の渦潮周辺の小鳴門地域及び淡路島は、弥生時代終末期から古墳時

代前期の古墳群があり、阿波の青石として有名な緑色結晶片岩が用いられるなど、

当地域が畿内の影響を受けながら、文化的に変容してきたことが分かる。また、この地

域では、古代より航海術に優れた海人
あ ま

らが居住し、漁業や製塩を営んできたことを示

す考古遺跡・遺物等が遺っている。 

このうち漁業の特産品として、ワカメはその質の高さから古来献上品として用いられて

いた。最も古い記述では平城京で発掘された木簡（729～749 年頃推定）に「ワカ

メ（「若海藻」）」が献納されていたことが記載されている。塩についても淡路国三原郡

阿麻から「塩三斗」が 761 年、平城京に献納されていたことが、同様に木簡に記載さ

れている。 

鳴門海峡を取り巻く古代神話伝承によると、８世紀初めに成

立した日本最古の歴史書『古事記』には、イザナギとイザナミの神

が、混沌とした世界に矛をおろし、海水を掻き回すと、その矛先か

ら滴り落ちた塩の雫が固まってオノコロ島と成り、神はそこに降り立

ち、淡路島や本州をはじめとする
お お

大
や

八
し ま

島
ぐ に

国を生み出したという、

「国生み」神話が描かれている。このオノコロ島生成の描写は、鳴

門海峡の渦潮を想起させるものである。 

この神話には、淡路の海人
あ ま

たちの祭りが反映されたことが明ら

かになっている。矛による海水攪拌は神事に由来し、島の生成は

砂州や
さ

砂
し

嘴がイメージされ、海人
あ ま

の間には古来鳴門の渦潮が浜

辺の土地を形成させる源泉力だと考えていたとの見方もある。 

また、鳴門海峡は、８世紀初めに成立した『日本書紀』

には、潮流の速い場所として記載があり、古代日本の律令

制における南海道の一部と位置付けられるなど、畿内と四

国を結ぶ海上交通の要所であったが、古来「航海上の難

所」として認識されてきた。実際、海峡の縦断や横断は、潮が止まる「八重潮」に航行

していた。 

一方、13 世紀～16 世紀に成立した文学作品の中には、渦や潮の満ち引き、波

図 31 小林永濯 
   「天之瓊矛を以て滄海を探る 

の図」（ボストン美術館蔵 
1880 年代半ば） 
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の激しさ等が描写されているものがみられる。鎌倉時代に成立した『平家物語』では、

潮の満ち引きの速さが描写されている。また、室町時代に成立した『太平記』では、

鳴門は竜宮城の東門であって竜神がいるのだという伝承も語られ、渦潮の神秘的な

現象を畏怖の念を持って表現しており、古くから鳴門の渦潮に神秘性を見出してきた。 

こうした潮流の速い鳴門海峡等難所を乗り越えるには、巧みな航海術が必要で、

周辺の海人
あ ま

 たちは、「南海の海域世界」というべき、まとまった領域権を築き、平安末

期の源平争乱期や南北朝期も力を維持した。特に有力な水軍領主がいる「沼島
ぬ し ま

」の

海人
あ ま

たちは、潮の流れ、潮止まり、月の運行がもたらす海洋現象など、鳴門海峡の海

域情報を熟知する集団であったと考えられている。また、15 世紀中頃、この海域世界

からは、塩・薪炭用の木などが、海上交通で畿内に積み出され、これら積み荷の経路

として、淡路島の西側ルートと東側ルートなどがあったことが明らかにされている。 

 

3.2.2.a.(b) １７世紀～１９世紀後半 

1615 年、大坂夏の陣の戦功により、徳島藩に淡路国が加増され、鳴門海峡の

航路は他領へ渡る航路から、自領の地域間をつなぐ航路となった。そのため、鳴門海

峡の情報は重要視され、江戸時代に作成された国絵図や民間刊行図において、

「白波」や「渦」といった写実的な景観描写や交通情報（舟路・海域情報）などが

格段に豊かになった。その結果、海峡を跨いだ交流が盛んとなり、淡路島で発祥した

とされる「淡路人形浄瑠璃」が阿波に伝播し、「阿波人形浄瑠璃」として、興行が盛

んに行われた。 

また、江戸時代には、観潮が行われ始め、大毛島の北端の孫崎等で渦を見る人が

現れ、その人々に向けて茶店や案内人が現れ

るようになる。徳島藩主も観潮のために、孫崎

付近に茶屋を建て渦潮見物を行った。徳島藩

主の歴代大名は、船釣りを楽しみ渦潮を眺め

るため、徳島城から船で訪れた。13 代藩主蜂

須賀斉
な り

裕
ひ ろ

 時代に造船され、後に皇太子嘉仁

親王(後の大正天皇)も鳴門観潮で乗船された

江戸時代の和船が全国に唯一残されている(写

真 1）。 

さらに、文化人等による観潮も盛んに行われ、渦潮を題材にした和歌・俳句・絵画

や、渦潮見物自体を作品として表現する「観潮記」・「紀行文」が多数残されるように

なった。浮世草子の作家である井原西鶴は『西鶴名残の友』において、実際の渦潮

はすばらしく、渦の中心は竜宮城のすり鉢のようになっており、大きな音を立てている様

子に驚いた旨を記載している。 

絵画においては、葛飾北斎や歌川広重ら時代を代表する絵師が浮世絵に渦潮を

写真１ 徳島藩御召鯨船千代丸。全国に唯一
残る江戸時代の和船として国重文化財
指定（徳島市立徳島城博物館 蔵） 
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描いている。なかでも広重が 1857 年に刊行した錦絵「阿波鳴門之風景」は、鳴門

海峡の渦潮を花に見立て、リアリティ豊かな空間の奥行きとあいまって描かれたもので、

特に評価が高い。江戸時代に日本を訪問した外国人も日本の優れた自然美の例と

して、鳴門海峡の渦を挙げている。 

一方、江戸時代は、鳴門海峡の潮流を活用した産業が発展した。 

鳴門撫養
む や

周辺で、徳島藩主の蜂須賀家政が塩田築造を奨励したことをきっかけに

製塩が発展していく。小鳴門
こ な る と

 周辺の竹島（現在の高島）には、淡路島の塩業家が

移り住み塩田開発を行った結果、四方を海に囲まれた島の大部分が塩田で占められ、

島民のほとんどが製塩に携わって生活するという生活形態が生まれた。当地で生産さ

れた塩は、「斎田塩」と呼ばれ、品質の良さから全国で名声を博し、藩の財政基盤を

支えた。 

漁業では、激しい潮流に対峙するため、「テグス」、「１本釣り」、「カンコ船」等の独

自の漁法・漁具を開発し、鯛などの漁業を行った。特に「１本釣り」は、全国にその技

術を広めた。江戸時代の「本朝食鑑」では、鳴門の急流の影響で、この地の鯛には瘤

をつけたものがあるとして、「鳴門鯛」が紹介されている。 

 

3.2.2.a.(c) １９世紀後半以降 

幕末から明治時代にかけ、鳴門のワカメは、「灰干し」というこの地域独自の加工法

により、ワカメの保存性を向上させ、全国への販売ルートの開拓、不足する原料の確

保による生産量の増加によって全国に広まった。 

また、明治時代には、製塩の過程で発生する「にがり」を用いた炭酸マグネシウムの

製造が鳴門で行われるようになり、多くの製薬工場ができた。製薬業は戦前の鳴門の

地域経済を担う一大事業となり、現在も続く製薬会社の多くがつくられた。 近代以

降、「にがり」を原料とした薬品や化学製品が次々と開発・製造されるなど、塩に関係

する産業がしっかりと地域に根付いている。 

一方、明治末期には、鳴門海峡の渦潮は、観光地として知名度が向上した。皇

族の来県と観潮をきっかけに周辺の公園整備、積極的な観光事業を推進し、明治

41(1908)年に鳴門公園が整備された。 

昭和６(1931)年に、鳴門海峡の渦潮を

展望するのに最も好適の地として、鳴門公園

及び付近一帯の丘陵林地と海岸及び島嶼
と う し ょ

 が

国名勝に指定された。また昭和９(1934)年

には瀬戸内海に面している地域で瀬戸内海

国立公園が、国内初の国立公園として指定

されると、瀬戸内の水路を活用したツアーを商

船会社が企画する等、新たな観光ルートがつ
写真２ 名勝「鳴門」 
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くられた。鳴門・淡路島両側の鳴門海峡周辺一帯は、昭和 25(1950)年に瀬戸内

海国立公園として追加指定された。 

現在では、昭和 60(1985)年に鳴門海峡を跨いで鳴門と淡路島をつなぐ大鳴門

橋の開通、平成 10(1998)年に明石海峡大橋の開通により、近代的な橋梁と海峡

景観の融合した姿が観光名所としての価値を高めている。平成 12(2000)年 

大鳴門橋の橋桁下部に遊歩道「渦の道」が完成し、古来楽しまれてきた陸と海か

らの渦潮見物に加えて、海上 45ｍの橋の上からガラス越しに渦潮を見下ろす新たな

渦潮見物が可能となり、様々な視点からの海峡景観が創出されたことにより、さらに多

くの人々を魅了している。なお、大鳴門橋の橋脚は陸地部分に建てられており、潮流

の変化を生じさせない環境配慮がなされている。 

 

3.2.2.b 文化的要素 
3.2.2.b.(a) 往来・観光 

・海の難所が育んだ往来や観光 

 鳴門海峡は、古代日本の律令制における「南海道」のルート上に位置し、畿内と

四国を結ぶ海上交通の要所として発展してきた。一方、当地の雄大な自然美として

他に比類なき景観を擁しながらも、特徴的な地形による渦潮の発生に代表される速

い潮流の影響により、「海の難所」として古来認識されてきた。 

巨大な渦潮が巻く鳴門海峡の航行が困難を伴うため、海上交通や物資輸送にお

いては、鳴門海峡の西側を並行して流れる小鳴門
こ な る と

 海峡を航路として利用してきた例

が多く見られ、人々は航路としての鳴門海峡の危険性を認識しつつ、小鳴門
こ な る と

 海峡を

活用する形で渦潮との共生を図ってきた。 

1615 年、大坂夏の陣の戦功により、徳島藩に淡路国が加増され、大鳴門海峡

の航路は他領へ渡る航路から、自領の地域間をつなぐ航路となったことから、海峡を

跨いだ交流が盛んとなった。また、江戸時代には、観潮が行われ始め、渦潮見物が

藩主から文化人等の観光として広く楽しまれていたことがうかがえる。 

明治 41(1908)年、鳴門公園が整備されてからは、観潮客は増加の一途をたど

り、乗合馬車や観潮自動車の営業、観潮船を営業開始するなど、地元の観光客を

迎える体制も充実し、昭和 6(1931)年に、鳴門の渦潮を展望するのに最も好適の

地として、国名勝に指定され、新たな観光ルートがつくられた。 

現在では、大鳴門橋架橋により、近代的な橋梁と雄大な海峡景観の融合した姿

が、観光名所としての価値を高めるとともに、海上 45ｍの橋の上からガラス越しに渦

潮を見下ろす新たな渦潮見物が可能となり、新たな観潮のかたちが生まれている。 
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3.2.2.b.(b) 生業 

・漁業や塩業などの生業を生み出した潮流 

鳴門海峡周辺の人々は、古来、特徴的な地形による渦潮の発生に代表される

速い潮流の影響を巧みに利用し、漁業や塩業などの生業等において、その特異性を

存分に生かしながら、その恵みを享受することで、渦潮との共生を図ってきた。 

淡路島を反時計回りに循環する潮汐波は、激しい潮流やその変化、また渦を発生

させることにより船舶の航行を困難にさせた一方で、海中の栄養素を紀伊水道、大阪

湾、播磨灘へと循環させる効果を持っており、特に鳴門海峡では、吉野川、播磨灘

及び紀伊水道の深層域からもたらされる栄養素を狭い海峡の干満差で生じる激しい

潮流で周辺海域に供給し、豊かな海洋資源を生み出している。 

中でもワカメは古くから産地として知られており、一方向の潮流によりねじれなく葉体

が厚くなるとされ、現在でも、兵庫・徳島両県の鳴門海峡で養殖されたワカメは、「鳴

門わかめ」として全国的に知られている。また、マダイの漁場としても有名で、激しい潮

流に揉まれ身が引き締まった天然マダイは、「鳴門鯛」と呼ばれ、傷をつけずに一本釣

りされたものはトップブランドとされる。 

また、鳴門海峡周辺の潮流が生み出す潮汐や当地域の地理的特殊性、塩分濃

度の高い清澄な海水などから、古くから製塩が行われた。さらに、江戸時代に徳島藩

主の塩田築造の奨励により、製塩が発展した。淡路の塩業家が移り住み開拓した竹

島（現在の高島）は、島の大部分が塩田で占められ、島民のほとんどが製塩に携わ

って生活するという、大変珍しい生活形態が営まれていた。当地では今も変わらず小

鳴門海峡の海水を用いた製塩業が営まれるとともに、近代以降、製塩の過程で発生

する「にがり」を原料とした薬品や化学製品が次々と開発・製造されるなど、塩に関係

する産業がしっかりと地域に根付いている。 

 

 

 

 

 

 
 

  

写真４ 

江戸時代の塩業家の建物が塩田と共に残された全国で

唯一の建築物である国指定重要文化財 福永家住宅

（鳴門市高島） 

写真３  

潮流の抵抗を最小限に抑え、操船を容易にするために造られ

た地域特有のカンコ舟（徳島県文化の森総合公園 蔵） 
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3.3 完全性 
鳴門海峡の渦潮は、鳴門海峡の地形と潮流の組み合わせにより発生する特異な自然現

象である。現在検討中の提案区域は、渦潮が発生する海上範囲、鳴門海峡を挟む兵庫

県南あわじ市と徳島県鳴門市の海岸域（満潮時の最大汀線）までの陸域、渦潮の発

生に影響を与える海底地形を包含する範囲を含んでおり、渦潮の完全性が担保されてい

る。 

当該地域は、瀬戸内海国立公園に指定されており、自然公園法により保護されている。

そのため、鳴門海峡およびその周辺では、渦潮の発生に影響を与えたり、潮流の変化を

引き起こしたりするような地形改変を伴う大規模開発は行われておらず、強い潮流を利用

した潮汐発電所の建設なども計画されていない。 

現在、昭和 60(1985)年に整備された大鳴門橋（全⾧ 1,629m）が、鳴門海峡を横

断しているが、大鳴門橋の建設においては、渦潮に対する影響が考慮され、橋脚部分に多

柱基礎構造と呼ばれる方式が採用された。この方式では潮の流れが柱と柱の間を通り抜

けるようになっているため、渦潮に影響はなく、現在でも渦潮の発生がみられる。 
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3.4 類似資産との比較 

3.4.1 国内類似資産 
国内の鳴門海峡以外の海域でも、渦潮の発生要因の一つである速い潮流が見られると

ころはいくつかあるが、中でも鳴門海峡の比較対象となるような激しい潮流が発生する海域は、

同じ瀬戸内海に位置する来島
く る し ま

 海峡、関門海峡および針尾瀬戸（西海橋
さ い か い ば し

 公園）など、西

日本に偏在している（図 32）。これら 3 海域（来島海峡、関門海峡および針尾瀬戸

（西海橋公園））で現地調査を実施し、渦特性等について確認を行った。その結果、これ

らの海域では、鳴門海峡に匹敵する規模の渦の発達は確認されなかった（表２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鳴門海峡 来島海峡 関門海峡 針尾瀬戸 
（西海橋） 

渦特性 ・大規模な下降渦 
・渦連 
・渦対 
・渦の合体 
・湧昇流による渦 

・島の後方に形成され
る渦 
・発達移動しない 

・速い流れだが、渦は
観測されず 

・発達していない渦 
・湧昇流 

渦発生 

メカニズム 

・双子型海釜 
・海閾が中央に存在 
・瀬のエッジ部で発生 
・瀬のコンターラインに沿
うように成⾧ 
・広範囲な渦域 

・海峡中央に海釜 
・ 島 の 後 方 に 発 生
（鳴門ほど広範囲で
はない） 

・全体に浅く⾧い水路 
・渦は観測されず 

・⾧い水路 
・水路内の速い潮流
から、湧昇流や小規
模な下降渦が発生 

潮汐発生 

メカニズム 

・紀伊水道と播磨灘の
干満差:最大 1.5m 
（紀伊水道の満潮時
から約６時間後に播磨
灘が満潮となる逆位相
が生じる） 

・潮汐による流れ 
（位相差無し） 

・日本海と瀬戸内海と
の潮位差 

・大村湾と佐世保湾と
の潮位差 

表２ 鳴門海峡と激しい潮流が発生する国内海峡の比較 (「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年３月 協議会） 

 

図 32 激しい潮流が発生する国内の海峡位置 (「鳴門海峡の渦潮」自然編 2020 年３月 協議会） 
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3.4.2 海外類似資産 
これまでのユネスコ世界遺産（現在 168 か国 1,223 件）には、渦潮ないし、渦潮に関

わる資産は登録されていない。 

各国の公式の世界遺産候補が記載される暫定リストにも、渦潮そのものは登録されてい

ないが、ノルウェーの暫定リストには、メールストローム(maelstrom)の語源ともなった渦潮

（モスクストラウメン）を含む「ロフォーテン諸島」が複合遺産候補として登録されている。 

世界的に知られたブリタニカ百科事典には、「渦潮」（whirlpool）の説明として、鳴門

海峡の渦潮にならんで、前述のロフォーテン諸島（ノルウェー）と地中海に面したイタリアのメ

ッシーナ海峡が紹介されている。 

そのほか、ノルウェーのサルトストラウメン、スコットランドのコリーヴレッカン海峡、カナダのオー

ルド・サウなどで、大規模な渦潮が、また、南半球でも、ニュージーランド南島北岸のフレンチ・

パスで渦潮が発生することが知られている（図 33）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 主な海外類似資産の分布 

 

以上から、世界的にみても、鳴門海峡の渦潮の比較対象となるような大規模な渦潮は稀

少な自然現象であるといえる。その多くは、氷河による浸食作用によって形成されるフィヨルド

などの複雑な海岸を有する地域に偏在している。 

鳴門海峡の渦潮は、氷河により形成されたフィヨルド地形とは異なる地形条件により発生

する渦潮として珍しいだけでなく、世界最速といわれる急流で知られるサルトストラウメンよりも

規模が大きいことが現地調査により確認されており、世界の渦潮のなかでも特徴的であるとい

える。 

令和２(2020)年に兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会とノルウェー・

ノード大学は鳴門海峡及びサルトスラウメン海峡の渦潮の共同研究に関する覚書を締結し、

鳴門海峡（日本） 

フレンチ・パス 
（ニュージーランド） 

メッシーナ海峡 
（イタリア） 

オールド・サウ 
（カナダ） 

コリーヴレッカン海峡 
（イギリス） 

モスクトラウメン 
（ノルウェー） 

サルトストラウメン 
（ノルウェー） 
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共同で調査研究及び情報共有を行ってきた。これまでの研究結果から両渦潮とも大規模な

下降渦、渦連、渦対等多様な渦潮の形態が確認されたが、現地観測の結果では鳴門海

峡の渦潮ではより大型の最大約 29ｍ下降渦が観測された。 

イギリス・スコットランド海洋科学協会（SAMS）とも令和 6(2024)年に鳴門海峡とコリ

ーヴレッカン海峡の渦潮の共同研究に関する覚書を締結し、共同研究を開始した。 

 
表３ 主な海外類似資産との比較表 

項目 鳴門 サルトストラウメン コリーヴレッカン 
渦の大きさ 直径最大 29m 直径 10～15ｍ 

(調査検証中) 
直径 10～15ｍ 
最大20ｍになるとも言われて
いる 
（調査検証中） 

渦の種類 
動態 

下降渦、渦連、渦対、湧
昇渦 

下降渦、渦連、湧昇渦 
（調査検証中） 

下降渦、湧昇渦、噴流（三
角波） 
（調査検証中） 

潮流の最大速度 北流:10.5 ノット 
南流:9.9 ノット 

20.0 ノット 東向き:9.2 ノット 
西向き:8.9 ノット 

海峡⾧ 20～30ｍ（調査中） 2,000ｍ（調査中） 3,200m 
海峡幅 

（形態） 
幅約 1,300m 
(双岬型） 

幅約 125ｍ～150ｍ 
(水路型) 

幅約 1,100m 
(水路型) 

名前の由来 轟音鳴り響く海峡 潮の流れ まだら模様の海の大釜 
海峡の形成 プレートテクトニクスによる

地盤の隆起と沈降 
砂岩泥岩の差別浸食 

大陸氷床の融解後の地盤の
隆起 
氷河による河谷の浸食 

（今後調査予定） 

※比較表は海外類似資産研究協力団体と内容を精査中 
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４ 保護保全 

4.1 保護保全の法令、現在の保全状況 

4.1.1 自然公園法 
「瀬戸内海国立公園」は昭和 9（1934）年に雲仙、霧島とともに日本で最初に

指定された国立公園である。紀淡・鳴門・関門・豊予の４つの海峡に囲まれた広い海

域とそこに点在する島々、それを望む陸地の展望地が公園区域として指定されており、

その範囲は 1 府 10 県にまたがり、海域を含めると 90 万 ha を超え、国内で最も広い

国立公園となっている。 

国立公園区域のうち、資産の提案区域に含まれる陸域は、「徳島県地域」と「淡路

地域」に区分される。この範囲は、「渦潮に代表される“動的な海峡景観”と大起伏

丘陵からなる島田島、大毛島および高島に囲まれた“静的な内海景観”」をその特

徴として、昭和 25（1950）年に国立公園に追加指定された。「徳島県地域」は、

「鳴門地区」と「大坂峠地区」からなり、いずれも徳島県鳴門市域に存する。「淡路地

域」は明石海峡地区、沼島
ぬ し ま

 地区、由良地区など９つの地区から構成され、提案区域

に含まれるのは「鳴門海峡地区」である。一方、海域は、南あわじ市と鳴門市の各２

地点を結ぶ線（見透線界）が設定され、それで囲まれた海域が普通地域となっている。

また、鳴門市と香川県さぬき市とを結ぶ線で囲まれた海域も普通地域となっており、瀬

戸内海の景観に加え、小鳴門
こ な る と

（北泊）の景観もこの海域に含まれる。 

資産の提案区域に含まれる陸域については、行為規制に関するゾーニングが行われ、

風致景観を保全するため、特別地域と普通地域の区分に応じて、工作物の設置、木

竹の伐採等の行為が規制されている。 

 

4.1.2 瀬戸内海環境保全特別措置法 
1960～1970 年代の高度経済成⾧期に深刻化した瀬戸内海における水質悪

化に対応するため、昭和 48(1973)年に時限法である「瀬戸内海環境保全臨時措

置法」が制定された。その後、昭和 53(1978)年には総量削減規制などの新たな施

策を盛り込んだ「瀬戸内海環境保全特別措置法」として改正された。平成

27(2015)年には、同法が改正され、『瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に

作用することを通じて、美しい景観が形成されていること等その有する多面的価値・機

能が最大限に発揮された豊かな海（里海）とする』との基本理念が新設された。同

法に基づき国は基本計画を概ね５年ごとに検討を加えることとされ、水質保全の目標

に「水質の管理」、生物多様性の観点から「水産資源の持続的な利用の確保」など

に取り組むことなどが新たに加えられた。 

これら法整備にあたっては、瀬戸内海関係 13 府県 26 市で構成する瀬戸内海環

境保全知事・市⾧会議を中心とする沿岸域の関係者の活動が果たしてきた役割が
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大きい。瀬戸内海の環境保全を目的として昭和 46(1971)年に発足した同会議は、

平成 19(2007)年に「瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するための法整備」

の実現に向け、141 万人の署名を国に提出するなど、様々な働きかけを国等に対し

て行ってきた。これにより、平成 27(2015)年の法改正が実現するなど、豊かで美しい

瀬戸内海の再生にむけた取組をおこなっている。 

令和４(2022)年２月の同法に基づく「瀬戸内海環境保全基本計画」の変更を

受け、「豊かで美しいひょうごの里海」の実現に向け、「瀬戸内海の環境の保全に関す

る兵庫県計画」を改訂し、水質の保全及び管理並びに水産資源の持続可能な利用

の確保、沿岸域の環境の保全、再生及び創出、並びに自然景観及び文化的景観

の保全をめざしていくこととしている。 

 

4.1.3 文化財保護法 
名勝として指定されている「鳴門」は、昭和 6(1931)年、「潮流旋廻ノ奇觀ヲ以

テ特ニ著名ナル鳴門ノ海面ヲ展望スルニ最モ好適ノ地ナリ 地域中ニハ鳴門公園及

附近一帶ノ丘陵林地ト海岸及島嶼トヲ包含ス、其ノ地主トシテ白亜紀和泉砂岩層

ヨリ成リ海岸及島嶼ニハ特ニ優雅ナル態様ト色彩トヲ具フ 對岸岬角ノ地帶ト相待

チ雄大ナル景致ヲ展開ス」とその理由が示されている。 

名勝の保護保全については、名勝「鳴門」近辺での施設の新設・改修、地中掘削、

建物の塗装等について許可が必要となっている。 

 

4.1.4 景観に関する法令 
景観に関する法律として平成 16(2004)年に制定された景観法があり、景観計画

の策定、景観計画区域内における建築物の建築等に関する規制、景観重要建造物

や樹木の指定、都市計画による景観地区の指定などについて定めている。兵庫県では、

昭和 60(1985)年「都市景観の形成等に関する条例」を制定し、平成 5（1993）

年には条例改正を行い、「景観の形成等に関する条例」として優れた景観の創造的な

保全に取組んでいる。 

一方、徳島県では景観法を受けて、平成 19(2007)年に「徳島県景観形成指針」

を作成している。これは、地域住民にとって身近な市町村が時代を超えて良好な景観

をつくりあげていくために整備された指針であり、豊かで美しい県土づくりの実現を目指し

ている。 

また、兵庫県では、平成元（1989）年に「兵庫のランドスケープ・プラニング」を策定

し、県土の豊かな自然環境や個性的な文化、歴史等を地勢や気象等といった大きな

脈絡の中で位置づけ、県民誰もが共通にイメージできる「県土のランドスケープ像」を描

き出し、これに対する推進方策を示した。同年上記計画に基づき、淡路地域での広域
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計画、「淡路島ランドスケープ広域計画」を策定した。これは、自然、歴史、文化、社

会的環境特性を活かして、県民が誇れるような風景形成に向けた基本的な方針を示

している。同年、これらの地域整備の方針に沿って、淡路地域で無秩序な開発が行わ

れることで淡路島のよさが損なわれることのないよう、「淡路地域の良好な地域環境の

形成に関する条例（淡路条例）」を淡路地域に策定、平成２（1990）年施行し

た。 

その後、平成 7（1995）年から「緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条

例）」を同じく淡路地域に施行したことに伴い、淡路条例は緑条例に移行した。一定

規模以上の開発行為に環境形成区域の区分に応じて、許可、協議・協定、届出の

手続きを求め、適正な土地利用、森林および緑地の保全と緑化の推進、優れた景

観形成の視点で、開発行為の誘導を図っている。 

なお、平成 17（2005）年頃、緑条例の基本方針としては、「兵庫のランドスケー

プ・プラニング」から「地域環境形成基本方針」に移行している。 

 

4.2 資産管理計画と管理体制 

4.2.1 最上級の自然現象「渦潮」の保全 
鳴門海峡の渦潮は、極めて速い潮流と特殊な地形の奇跡的な組み合わせにより

発生する現象であるが、この最上級の自然現象が、人為的な働きかけによって影響を

受けることがないよう最大限の注意を払う必要がある。 

昭和 60（1985）年には大鳴門橋が完成し、四国と淡路島が陸続きとなった。こ

れにより、古来海上交通の難所であった鳴門海峡を船で横断する必要がなくなり、自

動車により行き来することが可能となった。大鳴門橋の建設にあたっては、橋脚部分に

多柱基礎工法を採用し、潮の流れが柱と柱の間を通り抜けるよう工夫することで渦

潮を発生させる潮流に影響を与えないような工法が採用されている。 

平成 12（2000）年には、海上 45m の橋の上からガラス越しに渦潮を見おろす

ことのできる遊歩道「渦の道」が完成した。 

 

4.2.2 様々な視点場からの美しい景観の確保 
渦潮を中心とした様々な自然環境を一体の景観として包含する海峡周辺の景観

や内海景観について、鳴門海峡ならではの景観としてその保全に努める必要がある。

このため、水質の保全や海洋ゴミ除去等による海面の美化、照葉樹林と海浜植生な

どの現状把握と保全、そして景観を乱す乱開発の防止などが取り組まれている。 

また、鳴門海峡の渦潮には、様々な見え方を供する視点場があることが特徴である。

名勝指定されており海峡景観を一望するのに適した視点場、渦潮のダイナミックな

形態を間近で体感することの出来る船上という視点場、大鳴門橋建設によって設
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けられた渦潮の動態を観察するのに適した視点場など、渦潮や多様な海峡景観を

鑑賞するための視点場を把握し、そこからの景観の評価、保全を図っていくことが必

要で、特に景観の実態を解明するため、鳴門海峡を取り巻く 32 地点を対象とした調

査で、視点場として適していることが明らかとなった「アンカレイジ展望台」「大鳴門橋遊

歩道」「千畳敷展望台」「鳴門山展望台」「お茶園展望台」の５地点は、目視で下

降渦が確認できる渦潮観潮に適した視点場である（写真５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 保護保全制度の適切かつ効果的な運用 
自然公園法を中核に、環境省、兵庫県、徳島県、南あわじ市、鳴門市など関係

行政機関が連携し、「瀬戸内海国立公園（徳島県地域）管理計画書」「瀬戸内

海国立公園（淡路地域）管理計画書」に基づく、適切な管理運営が図られている。

今後、必要に応じ、徳島県地域と淡路地域の管理運営の一体化や公園区域の範

囲、地種区分の考え方などについて議論を進めていく必要がある。 

 

4.2.4 エコツーリズムの推進 
地域住民や訪問者などに対し、鳴門海峡の自然の貴重さを伝えるためには、従来

の観潮船による渦潮の観潮体験だけではなく、渦潮の動態や発生メカニズムに加え、

この地域の特殊な地形の形成過程や周辺の多種多様な生物などについても学べる

体験型・学習型エコツーリズムの開発が必要である。 

また、鳴門海峡の渦潮に関する情報発信施設である「うずしお科学館」（南あわじ

市）や「大鳴門橋架橋記念館エディ」（鳴門市）のビジターセンター化について検討

するとともに、エコツーリズムのガイド兼インタープリターとなる人材の養成なども進めていく

ことが求められる。 

写真 5 渦潮観潮に適した視点場からの鳴門海峡 
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4.2.5 地域との連携・協働 
地域住民が鳴門海峡の渦潮をふるさとの宝として誇りに思い、周辺地域の環境保

全や美化活動を主体的に実施し、貴重な地域資源として地域の魅力づくりに活かし

ていくため、淡路３市・鳴門市両地域において環境美化活動「３海峡クリーンアップ

大作戦」が行われている。 

また、淡路島の魅力的な自然環境において重要な存在であるチドリの保全と淡路

島内の海岸全体の自然保全の取り組みを実施している淡路島ちどり隊は、地域住民

と学生が協力して結成され、現在、5 歳から 70 代までの約 30 人の隊員が、島内

11 カ所の砂浜で調査、清掃、保護エリアの設置などを行っている。 

 

4.2.6 豊かな里海の持続可能な活用 
提案地域は原始性の保持によって守られるべき地域ではなく、渦潮がもたらす

「豊かな里海」であるべき地域であり、「人手が加わることにより生物生産性と生物多

様性が高くなった沿岸海域」である。里海は人と自然の営みの結節点である。里海・

瀬戸内海の入り口となる「鳴門海峡」を中心に、鯛やワカメなど海峡周辺の豊かな水

産資源を持続的に活用できるよう、海を守り育てながら、海を活かした産業や観光

が地域に根付き、個性豊かな地域文化が人々の暮らしに息づく魅力ある地域づくり

を進めている。 

人々を魅了してきた渦潮をはじめとする鳴門海峡の景観や健全な生態系が次の世

代にも受け継がれるよう、行政、事業者、住民などのあらゆる主体がその価値を認識

し保護・保全へ連携、協力し行動していくことが求められる。 
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Ⅱ 評価 
ここでは、「Ⅰ現状分析」で記載した項目ごとに今後の課題とその対応方針を以下のとおり

表形式にしてまとめた。 

２ 普遍的価値 

2.1 概要 
概要 今後の課題 対応方針 

・鳴門海峡の渦潮は、潮の満

ち引きによって生じる世界でも

極めて速い潮流と、鳴門海

峡が持つ特殊な地形が組み

合わさることで発生する類まれ

な自然現象 

・他国の類似資産との比較を

通じて普遍的価値を明確化

していく。 

 

・海外渡航現地調査や共同

研究の成果を反映する。 

・評価基準（ⅶ）自然現

象・自然美の価値証明に重

要な要素である景観及び

(ⅷ)地形、地質にかかる価

値証明をどう定義し、盛り込

んでいくか。渦潮、地形、地

質がどう重要か、景観がどう優

れているかについての分析・評

価が必要 

 

・調査研究結果を踏まえた理

論構成とＯＵＶへの反映 
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2.2 資産の範囲 
概要 今後の課題 対応方針 

・資産として提案する区域

は、顕著な普遍的価値を有

する範囲として、①渦潮の観

測海域、②渦潮の発生要因

となる浅瀬およびその支持岩

盤、③渦潮の発生に影響を

与 え う る 地 形 （ 海釜
か い ふ

 、

小鳴門
こ な る と

 ）、④渦潮と一体的

な鳴門海峡の近景を含むよう

に設定。 

 

・資産を保護するための緩衝

地帯として、主要な視点場か

らみた眺望の背景を構成する

稜線までの陸域および海域を

含むように境界線を設定。 

 

・鳴門海峡の渦潮の保全管

理については、緩衝地帯内で

の開発の規制や景観保全が

求められる。 

・資産範囲及び緩衝地帯の

候補となっている区域の中か

ら、景観（眺望）の観点から

現実的な範囲を設定する必

要がある。 

 

・ (ⅶ)自然現象・自然美を

証明するに必要十分な面積

を確保する 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緩衝地帯での開発の規制

や景観の保全の方策を具体

的にどう進めていくか。 

 

 

・学術調査委員の意見を聴

取し、両県両市の意向を踏

まえ、検討を進める。 

 

 

 

・調査研究結果を踏まえた理

論構成とＯＵＶへの反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・景観を保護・保全するため、

両県・両市による協議の場を

設けて対応を検討していく。

必要に応じて環境省ヒアリン

グ 
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2.3 世界遺産としての価値と該当する評価基準 
概要 今後の課題 対応方針 

・鳴門海峡の渦潮の世界遺
産に値する顕著な普遍的価
値を検討した結果、世界遺
産登録資産に求められる評
価 基 準 の う ち 、 （ ⅶ ） と
（ⅷ）の基準に該当すると
判断した。 

・重要な要素である景観をど
う定義し、盛り込んでいくか。
景観がどう優れているかについ
ての分析・評価が必要 
・ﾉﾙｳｪｰ、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞなどの海
峡の渦潮の発生メカニズムと
の相違と、それが地形学的に
どう重要であるかについての分
析・評価が必要 
・重要な要素である地形・地
質をどう定義し、盛り込んでい
くか、景観がどう優れているか
についての分析・評価が必要 
・海外類似資産との連携を
想定した場合、（ⅶ）での
普遍的価値の設定 
 
・海外類似資産との連携を
想 定 し た 場 合 、 （ ⅷ ） 、
（ⅴ）、（ⅵ）も含めて普
遍的価値を設定するかどうか 

・調査研究結果を踏まえた理
論構成とＯＵＶへの反映 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ノルウェー、スコットランドと共
同研究を行い、比較調査結
果をとりまとめ、普遍的価値を
設定 
・ノルウェー、スコットランドと共
同研究を踏まえ、対応を検
討 

 

３ 資産の内容 

3.1 主要な資産  
概要 今後の課題 対応方針 

3.1.1 類まれな渦潮(評価基

準ⅶ) 

・ 渦（下降渦）の定義と大

きさ 

・ 多様な渦潮の形態 

・ 渦の発生機構 

・ 多様な渦潮の形態 

・ 渦の発生要因とその関係 

・ 渦の発生から消滅まで 

・ 渦潮発生当時の海峡の

海底地形状況 

・類まれな渦であるという証明

は十分か 

 

 

 

 

・海外の類似資産との相違

点や類似点の比較を行い、

鳴門海峡の渦潮自体の価値

を明らかにしていく。 
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概要 今後の課題 対応方針 

3.1.2 鳴門海峡の周辺の

地形地質(評価基準ⅷ) 

3.1.2.a 地形、地質 

・鳴門海峡の地形成立過程

と渦潮の発生起源 

・地形に影響された海峡地形 

・沈降傾向にある鳴門海峡 

・海釜
か い ふ

の形成 

・重要な要素である地形、地

質をどう定義し、盛り込んでい

くか。OUV の観点から地形、

地質の分析・評価が必要 

・プレートテクトニクスなどの地

球規模の運動の中で地形形

成をどう位置づけるか。 

・調査研究結果を踏まえた理

論構成とＯＵＶへの反映 

 

 

 

 

3.1.3 鳴門海峡の景観 

(評価基準ⅶ) 

3.1.3.a 鳴門海峡の美 

・古くから絵画や文学の源泉

となった渦潮 

・鳴門海峡の景観における本

質的価値と地理的認識範囲 

・名勝指定当時（近代）の鳴

門海峡の名所の風致景観 

3.1.3.b 

鳴門海峡の新たな価値 

・近代に価値が見出された景

観の視点場における変化 

3.1.3.c 

渦潮の見え方と眺望の特徴 

・渦潮の視点場と見え方の多

様性 

・自然遺産の評価基準のスト

ーリーに沿った調査 

・重要な要素である景観を自

然美としてどう定義し、盛り込

んでいくか。OUV の観点から

景観の分析・評価が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

・戦後以降の淡路側の視点

場における景観の把握とその

変化に関する調査。 

・調査研究結果を踏まえた理

論構成とＯＵＶへの反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 関連する要素 
概要 今後の課題 対応方針 

3.2.1 自然環境 

3.2.1.a 気候 

3.2.1.b 植物、動物 

・海峡周辺の水生動物と藻

場 

・海峡周辺の植物および動

物 

 

・植物、動物を保護の対象と

するかどうか 

 

 

 

 

 

・資産の構成要素に入れる

が、保護の対象としない。 
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3.2.2 人と自然との関わり 

3.2.2.a 歴史文化の変遷 

3.2.2.b 文化的要素 

・往来・観光 

・生業 

 

 

・淡路島の学術調査結果等

による内容の充実 

 

 

 

・調査研究報告書から内容

を充実させる。 

 

3.3 完全性 
概要 今後の課題 対応方針 

・現在検討中の提案区域

は、渦潮が発生する海上範

囲、鳴門海峡を挟む兵庫県

南あわじ市と徳島県鳴門市

の海岸域までの陸域、渦潮の

発生に影響を与える海底地

形を包含する範囲を含んでお

り、渦潮の完全性が担保され

ている。 

・当該地域は、瀬戸内海国

立公園に指定されており、自

然公園法により保護されてい

る。 

・大鳴門橋の建設において

は、渦潮に対する影響が考

慮され、橋脚部分に多柱基

礎構造と呼ばれる方式が採

用。潮の流れが柱と柱の間を

通り抜けるようになっているた

め、渦潮に影響はなく、現在

でも渦潮の発生がみられる。 

 

・保護範囲、内容は適切か 

 

・景観を保護・保全するため、

両県・両市による認識共有の

場を設け、現実的な対応を

検討していく。 
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3.4 類似資産との比較 

概要 今後の課題 対応方針 

3.4.1 国内類似資産 

 

・比較内容は現状で十分か ・動向に合わせ追加調査を

行う。 

3.4.2 海外類似資産 

 

・海外類似資産の調査範囲

と内容はどれだけ充実させる

必要があるか 

 

 

 

 

 

・海外類似資産と比較するた

めのマトリクス表の作成と比較

対象とする項目の検討が必

要 

 

 

 

・ノルウェー、スコットランドと共

同研究を行い、比較調査結

果をとりまとめ、内容を充実さ

せる。 

・他の類似資産についてはノル

ウェー、スコットランドと共同研

究を踏まえ、対応を検討 

 

・ノルウェー、スコットランドと共

同研究を行い、比較調査結

果をとりまとめ、内容を充実さ

せる。 

 

 

4 保護保全 

4.1 保護保全の法令、現在の保全状況 

概要 今後の課題 対応方針 

4.1.1 自然公園法 

 

・自然公園法による保護の検

討 

・景観を保護・保全するため、

両県・両市による認識共有の

場を設け、現実的な対応を

検討していく。必要に応じて

環境省ヒアリング。 

4.1.2 瀬戸内海環境保全

特別措置法 

・現段階で特になし  

4.1.3 文化財保護法 ・阻害要因と名勝の関係性

整理 

・文化財保護法による保護の

検討 

・景観を保護・保全するため、

両県・両市による認識共有の

場を設け、現実的な対応を

検討していく。必要に応じて

文化庁ヒアリング。 
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4.1.4 景観に関する法令 

 「景観の形成等に関する条

例」（兵庫県） 

「景観形成指針」 

（徳島県） 

「緑豊かな地域環境の形

成に関する条例」 

（兵庫県） 

・景観に関する法令による保

護の必要性を検討 

 

・景観を保護・保全するため、

両県・両市による認識共有の

場を設け、現実的な対応を

検討していく。 
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4.2 資産管理計画と管理体制 
概要 今後の課題 対応方針 

4.2.1 最上級の自然現象

「渦潮」の保全 

・大鳴門橋の整備においても

渦潮を発生させる潮流に影

響を与えないような工法が採

用。 

4.2.2 様々な視点場からの

美しい景観の確保 

・名勝指定されており、海峡

景観を一望するのに適した視

点場、渦潮のﾀﾞｲﾅﾐｯｸな形

態を間近で体感することの出

来る船上という視点場、大鳴

門橋建設によって設けられた

渦潮の動態を観察するのに

適した視点場など、渦潮や多

様な海峡景観を鑑賞するた

めの視点場を把握し、そこか

らの景観の評価、保全が必

要。 

4.2.3 保護保全制度の適

切かつ効果的な運用 

・自然公園法を中核に、「瀬

戸内海国立公園（徳島県

地域）管理計画書」「瀬戸

内 海 国 立 公 園 （ 淡 路 地

域）管理計画書」に基づく、

適切な管理運営が図られて

いる。今後、必要に応じ、徳

島県地域と淡路地域の管理

運営の一体化や公園区域の

範囲、地種区分の考え方な

どについて議論を進めていく。 

 

●保護対象の全体方針 

・保護対象及び範囲の設定

（景観・地形） 

・どこからの視点場・眺望を

守るかの基準設定 

・何を阻害要素（視対象を

遮蔽する要素など）とする

かの定義 

●法制度の網掛けとの関係

性 

・阻害要素と名勝、国立公

園等の保護エリア、土地利

用との関係性の整理 

・法制度の追加・区分等の

見直しの検討(淡路側の

名勝指定や国立公園区

分の変更等) 

●具体的な阻害要素の基準

の設定 

・阻害要素の高さ・色彩・意

匠など規制・誘導の基準

設定 

・気候変動による渦潮への

影響評価・分析 

●本四高速との調整 

・大きな阻害要素となり得る

大鳴門橋、あるいはそれへ

続く高架道路等を所管す

る本四高速との連携・調

整 

●管理体制について、検討さ

れていない。 

・景観や地形を保護・保全す

るため、両県・両市による認

識共有の場を設け、現実的

な対応を検討していく。 
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4.2.4 エコツーリズムの推進 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 地域との連携・協働 

・地域住民主体的に淡路３

市・鳴門市両地域において

環境美化活動「３海峡クリー

ンアップ大作戦」が行われてい

る。 

 

4.2.6 豊かな里海の持続

可能な活用 

提案地域は、原始性の保持

によって守られるべき地域では

なく、渦潮がもたらす「豊かな

里海」であるべき地域 

鳴門海峡の景観や健全な生

態系が次の世代にも受け継

がれるよう、行政、事業者、

住民などのあらゆる主体がそ

の価値を認識し保護・保全へ

連携、協力し行動していく事

が求められる。 

 

・遺産登録推薦書に求められ

る遺産と共生した地域振興

策の代表施策として計画され

ることが多いエコツーリズムの

推進について検討されていな

い。 
（推薦書 5i:資産の公開・普及啓発に関

する方針と計画） 

 
・地域との連携・協働の取組

がクリーンアップ大作戦や淡路

島ちどり隊の活動のみにとどま

っている。 
 
 
 
 
・海洋資源保護や気候対策

等の評価基準以外の物も管

理範囲とするか 
 
 
 
 

・実証的な取組を通して対応

を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

・クリーンアップ大作戦や淡路

島ちどり隊の活動をベースとし

て、住民主体の自然環境保

全活動等の促進と拡大を図

っていく（他の活動・団体との

連携等）。 

 

・実際の管理体制整備時に

所掌範囲等を検討 
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